
平成２９年第５回日高市農業委員会議事録 

 

開 催 月 日   平成 29 年 4 月 25 日(火) 

開 催 場 所   日高市役所 ３０１会議室 

開 催 時 刻   午後３時３０分 

閉 会 時 刻   午後５時００分 

議     長   横 手 澄 男 
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日程第１ 議事録署名委員の指名 

これより、本日の会議に入ります。 

日程第１議事録署名委員の指名をします。本総会の議事録署名委員は、９番、11

番にお願いいたします。 

  

日程第２ 議案第10号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第２議案第10号農地法第５条の規定による許可申請について審議

に入ります。事務局より１番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 

本件担当の 11番より申請地の状況について説明をお願いします。 

現地は何も耕作されていない状況でした。 

事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

譲受人は、主に宅地造成や外溝工事を主とする土木工事を運営し、事業実績と

しては、埼玉県内全域でハウスメーカー等の戸建て住宅向けの外溝工事を年間

50 から 60 件の現場を請負う建設業者であります。現在、下鹿山地内で土地を借

用し、資材置場を設置しておりますが、事業運営が順調である影響から、資材の

量が増え、置場のスペースに不足が生じてきたため、現在よりも広い土地を借用

し、資材置場を設置することで、事業も効率的に行えることから、今回の計画に

至っております。申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性がある

ことから許可相当と考えます。 

質疑がありましたらお願いします。 

面積が大きいのですが、必要性について説明をお願いします。 

面積に関しましては、資材の量、建設現場で発生した土等を置くことや搬入搬

出の際、４ｔダンプを使用することから、道路の立地も考慮しております。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。許可相当で異

議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

事務局より２番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 

本件担当の２番より申請地の状況について説明をお願いします。 

23日に現地確認をしました。申請地は田木の交差点から高萩方面に 180ｍほど

進んだところのカラオケスナックの向かいにあります。現地は長年、作付けがさ

れていない状態でした。 
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事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

譲受人は、主に住宅、テナントビル、倉庫、工場などの建築やリフォーム工事

を請負う総合建設業を運営する事業者です。今後の事業展開として、飯能・入間

地域の業務拡大をしていくため、この方面で有効に利用できる資材置場の確保が

必要となったことから、当該申請地を資材置場用地として計画したものです。 

  申請地の農地区分は２種農地であり、計画目的に必要性があることから許可相当

と考えます。 

質疑がありましたらお願いします。 

付近の土地への被害の防除策の計画があれば説明をお願いします。 

道路との境界に高さ２ｍの塀を設置する計画です。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。許可相当で異

議ございませんか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は許可相当と決し、県知事に送付します。 

 

日程第３ 議案第11号 農用地利用集積計画（案）の決定について 

日程第３議案第11号農用地利用集積計画（案）の決定について審議に入り

ます。事務局より１番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 

本件担当の６番より申請地の状況について説明をお願いします。 

 23 日に現地確認をしました。申請地は、県道飯能寄居線の板仏の信号を北に

進んだところにあるパチンコ店の裏の道を進んだところにあります。現地はきれ

いに管理されている状態でした。 

事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

申請人は、都内で保育園経営をしており、園児の給食の食材生産や食育を目的

に、農業生産法人として営農しております。先月の総会では、更新の手続きを行

ったところですが、今回は、当該申請地を新規で利用権を設定し、経営拡大を行

うものです。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。原案のとおり

承認ということでよろしいでしょうか。  

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認と決しました。（案）を消して

ください。  

 

事務局より２番の朗読をお願いします。 

〈議案朗読〉 
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本件担当、９番より申請地の状況について説明をお願いします。 

申請地は学校給食センターを北側に進んだところにある線路を境に南北の位

置にあります。現地は特に耕作されていない様子でした。 

事務局より申請人の状況について説明をお願いします。 

申請人は、川越市に所在する農地所有適格法人であり、川越市内で約 2.4ha の

農地、東松山市内で約３haの農地をいずれも借り入れて経営を行っております。 

生産した野菜については、同系列の産直グループで経営する県内５店舗を構え

る店舗で販売をしております。また、所沢市内で、自然食ビュッフェレストラ

ンも経営しております。 

 日高市で生産した野菜を使用し販売して行くことで、日高市の野菜の PR と

日高市の農家との取引する可能性が広がれば、日高市の農業発展にも繋がるこ

とも設定の目的としております。 

質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

質疑なしと認めます。よって質疑を終結します。お諮りします。原案のとおり

承認ということでよろしいでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認と決しました。（案）を消して

ください。 

 

日程４ 議案第12号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針につい

て 

日程４議案第12号農地等の利用の最適化の推進に関する指針についてを議

題とします。事務局より説明をお願いします。 

<資料に基づき説明> 

指針の内容について、意見、質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

ご意見等がないようでしたら、資料の内容のとおり指針とすることで、よろし

いでしょうか。 

異議なし。 

異議なしと認めます。本件は原案のとおり承認と決しました。（案）を消して

ください。 

 

日程第５ 専決処分の報告について 

日程第５専決処分の報告について、質疑がありましたらお願いします。 

ありません。 

以上で総会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

署    名 

 上記会議の次第は、農業委員会事務局が記載したものであるが、その内容が正確であることを証する

ため、ここに署名する。 



  議     長                               印 

 

  議 事 録 署 名 委 員                            印 

 

                                        印 


